
4月1日
から
4月1日
から

市
行
政
手
続
条
例
が
変
わ
り
ま
す

市
行
政
手
続
条
例
が
変
わ
り
ま
す

改正③イメージ

市民など 事業者など

事業者など

市

市

改正②イメージ

　【新】
是正の求め

調査の実施
 ＋

是正の措置

　法令違反を
発見

　行政指導

　【新】
中止などの求め

　調査の実施＋中止
などの措置

□１

□２

□３

□２ □３

□１

平成
27年度

主
な
組
織
改
正

課
」
の
２
課
で
構
成
す
る
「
国
体

推
進
局
」
を
設
置
し
ま
す
。

　

地
方
創
生
や
連
携
中
枢
都
市
圏

形
成
に
向
け
た
取
り
組
み
を
推
進

す
る
た
め
、
総
合
政
策
部
に
「
地

方
創
生
戦
略
推
進
官
」
を
配
置
す

る
と
と
も
に
、
同
部
企
画
政
策
課

を
「
企
画
戦
略
課
」
に
名
称
変
更

し
ま
す
。
ま
た
本
市
の
魅
力
（
ブ

ラ
ン
ド
）
を
市
内
外
に
効
果
的
に

情
報
発
信
す
る
た
め
、
産
業
経
済

部
「
都
市
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
課
」
の

都
市
ブ
ラ
ン
ド
構
築
お
よ
び
シ

テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
業

務
と
、
総
合
政
策
部
「
広
報
課
」

の
広
報
業
務
を
統
合
し
、
総
合
政

策
部
に
「
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
推
進
課
」
を
設
置
し
ま
す
。

　

平
成
29
年
に
開
催
さ
れ
る
第
72

回
国
民
体
育
大
会
（
愛え

顔が
お

つ
な
ぐ

え
ひ
め
国
体
）
お
よ
び
第
17
回
全

国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
（
愛
顔

つ
な
ぐ
え
ひ
め
大
会
）
に
向
け
た

本
市
の
推
進
体
制
を
充
実
・
強
化

す
る
た
め
、
総
合
政
策
部
に
「
国

体
総
務
課
」
お
よ
び
「
国
体
競
技

　

地
域
防
災
力
の
総
合
的
な
向
上

を
図
る
た
め
、
消
防
局
の
消
防
団

関
係
業
務
、防
火
防
災
教
育
業
務
、

自
主
防
災
組
織
、
幼
年
・
少
年
消

防
ク
ラ
ブ
、
女
性
防
火
ク
ラ
ブ
関

係
業
務
を
一
元
化
し
、同
局
に「
地

域
防
災
課
」
を
設
置
し
ま
す
。

　

現
地
・
現
場
を
大
切
に
し
、
徹

底
し
た
市
民
目
線
に
よ
る
行
政
経

営
を
追
求
す
る
と
と
も
に
、
新
た

な
行
政
課
題
や
ニ
ー
ズ
に
も
的
確

に
対
応
で
き
る
、
柔
軟
で
創
造
性

豊
か
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
、

総
務
部
「
行
政
改
革
推
進
課
」
の

業
務
を
「
人
事
課
」
に
移
管
し
、

人
事
課
に
「
人
材
育
成
・
行
政
経

営
担
当
課
長
」
を
配
置
し
ま
す
。

ま
た
行
政
手
続
き
に
関
す
る
こ
と

や
市
民
の
権
利
・
利
益
確
保
の
た

め
の
取
り
組
み
を
推
進
す
る
た

め
、総
務
部
「
行
政
改
革
推
進
課
」

の
業
務
を
「
行
政
情
報
課
」
に
移

管
し
、
課
名
を
「
文
書
法
制
課
」

に
変
更
し
ま
す
。

　
〝
こ
と
ば
の
ち
か
ら
”
を
生
か

し
た
ま
ち
づ
く
り
を
文
化
振
興
と

一
体
的
に
進
め
る
た
め
、
産
業
経

済
部
「
都
市
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
課
」

の
こ
と
ば
の
ち
か
ら
事
業
と
、
総

合
政
策
部
「
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振

興
課
」
の
文
化
振
興
関
係
事
業
を

統
合
し
、総
合
政
策
部
に
「
文
化
・

こ
と
ば
課
」
を
設
置
し
ま
す
。
ま

た
市
民
参
加
の
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の

開
催
や
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
事

前
合
宿
の
誘
致
な
ど
「
ス
ポ
ー
ツ

で
幸
せ
実
感
」を
推
進
す
る
た
め
、

総
合
政
策
部
「
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課
」
を
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
」

に
改
組
し
ま
す
。

　

瀬
戸
内
・
松
山
構
想
を
中
核
と

し
て
さ
ら
な
る
観
光
客
の
誘
致

と
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を
目
指

し
、
産
業
経
済
部
に
「
瀬
戸
内
・

松
山
観
光
戦
略
推
進
官
」
を
配
置

し
ま
す
。

　

都
市
計
画
と
公
共
交
通
に
関
す

る
担
当
を
一
元
化
す
る
こ
と
で
、

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
を
生
か
し
た

都
市
づ
く
り
を
戦
略
的
か
つ
機
動

的
に
推
進
す
る
た
め
、
都
市
整
備

部
の
「
都
市
政
策
課
」
と
「
総
合

交
通
課
」
を
統
合
し
、「
都
市
・

交
通
計
画
課
」
を
設
置
す
る
と
と

も
に
、
都
市
機
能
の
集
約
化
や
公

共
交
通
の
見
直
し
な
ど
を
推
進
す

る
た
め
、
同
部
に
「
交
通
戦
略
推

進
官
」
を
配
置
し
ま
す
。

　
「
松
山
市
環
境
モ
デ
ル
都
市
ア

ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
を
推
進
す
る

こ
と
で
、「
誇
れ
る
環
境
モ
デ
ル

都
市
ま
つ
や
ま
」
と
し
て
低
炭
素

社
会
の
実
現
を
目
指
す
た
め
、
環

境
部
の
「
環
境
政
策
課
」
と
「
環

境
事
業
推
進
課
」
を
統
合
し
、「
環

境
モ
デ
ル
都
市
推
進
課
」
を
設
置

し
ま
す
。

　

改
正
の
主
な
内
容
は
、
行
政
指

導
の
中
止
を
求
め
る
手
続
き
と
、

第
三
者
が
行
政
処
分
を
求
め
る
手

続
き
が
新
た
に
加
わ
っ
た
こ
と
な

ど
。
改
正
に
よ
り
、
市
民
の
皆
さ

ん
か
ら
の
申
し
出
を
き
っ
か
け

に
、
是
正
さ
れ
る
べ
き
事
案
に
対

し
、
市
が
適
切
な
対
応
を
す
る
こ

と
で
、
公
正
の
確
保
と
透
明
性
の

向
上
が
図
ら
れ
、
よ
り
一
層
市
民

の
皆
さ
ん
の
権
利
・
利
益
の
保
護

が
図
ら
れ
ま
す
。

　

松
山
市
行
政
手
続
条
例
は
、
市

が
行
う
許
認
可
な
ど
の
処
分
や
、

行
政
指
導
な
ど
の
事
務
手
続
き
の

ル
ー
ル
を
定
め
、
行
政
運
営
の
透

明
性
向
上
と
、
市
民
の
皆
さ
ん
の

権
利
・
利
益
の
保
護
を
図
る
こ
と

を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。

　

改
正
さ
れ
た
行
政
手
続
法
は
、

市
が
行
う
条
例
な
ど
に
基
づ
く
処

分
や
行
政
指
導
に
は
適
用
さ
れ
な

い
こ
と
か
ら
、
市
の
行
政
手
続
条

例
を
改
正
し
ま
し
た
。

　

行
政
指
導
を
す
る
際
に
、
市
が

許
認
可
な
ど
の
権
限
を
行
使
す
る

こ
と
を
示
す
場
合
、
市
は
そ
の
権

限
の
根
拠
と
な
る
法
令
な
ど
の
条

項
や
要
件
な
ど
を
示
さ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

②
③
は
、

申
出
者
の
氏

名
や
住
所
、

該
当
す
る
行

政
指
導
や
法

令
に
違
反
す

る
事
実
の
特
定
に
必
要
な
事
項
を

記
載
し
た
申
出
書
の
提
出
が
必
要

で
す
。
な
お
申
出
書
の
書
式
は
問

い
ま
せ
ん
。

　

本
件
に
係
る
特
定
支
障
除
去
等

事
業
実
施
計
画
に
基
づ
く
対
策
工

事
の
実
施
体
制
を
強
化
す
る
た

め
、環
境
部
廃
棄
物
対
策
課
に「
産

業
廃
棄
物
特
別
対
策
工
事
担
当
課

長
」
を
配
置
し
ま
す
。

　

法
令
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る

場
合
に
、
そ
の
事
実
の
是
正
の
た

め
の
処
分
や
行
政
指
導
（
法
律
や

条
例
に
根
拠
が
あ
る
も
の
に
限

る
）
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
思
う

と
き
は
誰
で
も
、
そ
の
処
分
な
ど

の
権
限
を
持
つ
市
に
対
し
、
処
分

や
行
政
指
導
を
行
う
よ
う
書
面
に

よ
り
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

申
出
書
を
受
理
し
た
市
は
、
調

査
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
適
切
な
処
分
や
行
政

指
導
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

事
業
者
な
ど
が
、
法
令
に
違
反

す
る
行
為
の
是
正
の
た
め
の
行
政

指
導
（
法
律
や
条
例
に
根
拠
が
あ

る
も
の
に
限
る
）
を
受
け
た
と
き

に
、
そ
の
行
政
指
導
が
法
律
や
条

例
に
定
め
る
要
件
に
合
っ
て
い
な

い
と
思
う
と
き
は
、
行
政
指
導
を

し
た
市
に
対
し
、
行
政
指
導
の
中

止
な
ど
を
書
面
に
よ
り
求
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

申
出
書
を
受
理
し
た
市
は
、
再

度
調
査
を
行
い
、
法
律
や
条
例
に

定
め
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
行
政
指
導
を

中
止
す
る
な
ど
の
対
応
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

債
権
管
理
の
一
層
の
適
正
化
お

よ
び
効
率
化
を
進
め
、
公
平
・
公

正
な
市
民
負
担
と
財
源
の
確
保
を

図
る
た
め
、
理
財
部
に
「
債
権
管

理
官
」
を
配
置
し
ま
す
。

　

本
市
の
今
後
の
発
展
に
不
可
欠
な
８
つ
の
「
幸
せ
実
感
」
と
30
の
「
幸こ

う
や
く約

（
公
約
）」
か
ら
な
る
新
基
本

政
策
に
取
り
組
み
、
幸
せ
実
感
都
市
ま
つ
や
ま
を
実
現
す
る
た
め
、
組
織
体
制
の
充
実
・
強
化
を
図
り
ま
す
。

　

行
政
手
続
法
の
改
正
に
伴
い
、
松
山
市
行
政
手
続
条
例
の一部
を
改
正

し
、
行
政
処
分
・
行
政
指
導
に
関
す
る
新
し
い
手
続
き
を
追
加
し
ま
す
。

国
体
推
進
局
の
設
置
・
地
方
創
生
戦
略
推
進
官
の
配
置
な
ど

 

申
出
書
の
書
式
は
自
由

地
方
創
生
・
連
携
中
枢

都
市
圏
形
成
の
推
進

え
ひ
め
国
体
な
ど
の
開
催
に
向

け
た
推
進
体
制
の
充
実
・
強
化

菅
沢
町
最
終
処
分
場

不
適
正
処
理
事
案
対
策
の

体
制
強
化

地
域
防
災
力
の
充
実
・
強
化

観
光
ビ
ジ
ネ
ス
戦
略
の
推
進

都
市
づ
く
り
の
推
進

債
権
管
理
体
制
の
充
実
・
強
化

人
材
育
成
な
ど
の
推
進

「
環
境
モ
デ
ル
都
市
ま
つ

や
ま
」
の
推
進

「
こ
と
ば
の
ち
か
ら
」
お
よ
び

ス
ポ
ー
ツ
を
生
か
し
た
ま
ち

づ
く
り
の
推
進

公共交通利用拡大、交通機能充実に取り組む

えひめ国体マスコットみきゃん

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
人
事
課

☎
948
６
９
４
０
・

934
９
２
０

５
へ

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
文
書
法

制
課
☎
948
６
２
３
０
・

932
２

４
０
８
へ

第
三
者
が
行
政
処
分
な

ど
を
求
め
る
手
続
き
を

追
加

改正③

行
政
指
導
の

中
止
を
求
め
る
手
続
き

を
追
加

改正②
行
政
指
導
の
方
式
に

新
た
な
義
務
を
追
加

改正① 行
政
運
営
の
透
明
性
、
市
民
の
権
利
・
利
益
保
護
を
強
化

　

異
常
渇
水
や
風
水
害
、
地
震
な

ど
危
機
事
象
へ
の
対
応
を
一
体
的

に
推
進
す
る
た
め
、「
危
機
管
理
・

水
資
源
担
当
部
長
」
を
配
置
す
る

と
と
も
に
、「
危
機
管
理
課
」
お

よ
び
「
水
資
源
対
策
課
」
を
設
置

し
ま
す
。

危
機
管
理
体
制
の
一
元
化
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